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１．不動産の賃貸借 
＜会社と役員との土地・家屋等の賃貸借＞ 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

①通常の賃貸料の計算(小規模住宅でない場合) 

その年度の家屋

の固定資産税の

課税標準額 

×12％ 

木造家屋以外

の家屋につい

ては10％ 

＋ 

その年度の敷地

の固定資産税の

課税標準額 

×６％ × 
１ 

12 

(設例１)役員社宅 

その年度の家屋の固定資産税 
の課税標準額 

その年度の敷地の固定資産税 
の課税標準額 

6,170,000円 1,954,000円 

〇自社所有の社宅 (所基通36-40) 

6,170,000×12％ ＋ 1,954,000×６％ × 
1 

＝ 71,470 
12 

740,400 
 

117,240 
  

月額家賃 

 

Ⅰ 会社・役員間取引 

当社が所有する土地・家屋を、当社の役員に社宅として貸すこ

とになりましたが、家賃をいくらにしたら良いかの目安や注意

する点などがあれば教えてください。 

 
 

Q 

会社が役員に土地建物を貸す場合、次の｢通常の賃貸料｣を家
賃として収受していれば問題ありません。 
土地・建物の面積と固定資産税課税標準額をもって算出します。 
ただし、床面積や取得価額、支払賃貸料の額、内外装の状況等か

ら、いわゆる豪華社宅とされる場合は、次の算式の適用はなく、通
常支払うべき使用料に相当する額が賃貸料相当額になります。 

A 

＜借り上げ社宅＞ 

なお、会社が第三者から借り受けた土地・建物を役員に

転貸借(又貸し)している場合、その賃借料の50％か、上記

の賃貸料のいずれか高い金額を賃貸料の金額とします。 

解説 
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②小規模住宅の場合の計算 

小規模住宅とは、床面積132㎡以下(木造家屋以外は99㎡以下)である

住宅をいいます。 

その年度の家屋
の固定資産税の
課税標準額 

×0.2％＋12円× 

その家屋の
総床面積 ＋ 

その年度の敷地
の固定資産税の
課税標準額 

×0.22％ 
3.3㎡ 

(設例２) 役員社宅(従業員社宅の場合も同様) 

その年度の家屋の固定資産税 
の課税標準額 

その年度の敷地の固定資産税 
の課税標準額 

その家屋の 
総床面積 

6,170,000円 1,954,000円 128.00㎡ 

〇小規模住宅(自社所有・借り上げ) (所基通36-41、36-45) 

6,170,000×0.2％ ＋ 12×128.00/3.3 ＋ 1,954,000×0.22％ ＝ 17,104 

12,340  465  4,299  月額家賃 

(参考法令等) 所基通36-40、36-41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここでは、社宅として建物の貸借を解説しましたが、土地の

みの貸借の場合では、以下のＱ＆Ａのとおり、権利金の収受

の有無や、個人の場合か会社の場合によって、それぞれ課

税関係が異なります。 

解説 

当社が所有する土地・家屋を、当社の役員に社宅として貸しだ

す際、実際の家賃が通常の賃貸料より低額であった場合、どのよ

うな取扱いとなりますか。 

Q 

社宅として貸しだす際の家賃が、役員から徴収すべき通常の賃
貸料より低額の場合は、その差額は役員給与として処理され、個
人は源泉徴収されます。同時に、会社は受取家賃として収益計上
することとなります。 
その結果、株主総会等で決議された定期同額給与を超える場

合、損金不算入の役員給与となります。 

A 




